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第５章 計画の推進・進行管理  
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第２次東よか干潟環境保全及びワイズユース計画  

 

１．推進体制 

本計画に掲げた取組は地元住民団体（まちづくり協議会、自治会など）や産業団体（農協、漁協、商工

会、観光協会）、環境団体、学校・大学等教育機関、研究機関、市（行政）がそれぞれ主体的に取り組むと

同時に、目指すべき将来像「未来につなぐ 湿地と私たちの持続可能な暮らし」の実現を目指して連携・協

働して取組を推進していく必要があります。 

そこで、本計画に掲げた取組の進捗確認や新たな課題への対応等について、定期的に関係者相互で協

議し合う場として「東よか干潟環境保全及びワイズユース推進会議（以下、“推進会議”と示します。）」を位

置付けます。また、個別課題に対して具体的な取組内容を検討するにあたっては、必要に応じて推進会議の

下部組織として部会を設置します。推進会議の事務局は佐賀市環境部環境政策課が担います。 

 

本計画の推進体制 

２．進行管理 

本計画の進行管理として、各取組の代表者が前年度の取組実績と次年度の予定等をとりまとめ、推進会

議に報告することとします。また、これらの内容は佐賀市ホームページ等を通じて公表します。 

産業団体
(農協、漁協、

商工会、観光協会)

・干潟の恵みを
活かした産業
活動の推進

地元住民団体
(まちづくり協議会、
自治会など)

・環境保全活動や
交流・学習イベント

に参加

環境団体

・環境調査や
保全活動の実施

学校・大学等
教育、研究機関

・環境調査の実施
・交流・学習イベント
の開催・協力

連携・協働

目指すべき将来像

「未来につなぐ 湿地と私たちの持続可能な暮らし」
の実現

各主体が
取組状況を報告、
課題を共有

助言等

佐賀市
東よか干潟環境保全
及びワイズユース
推進会議

・「保全・再生」、「ワイズ
ユース」、「交流・学習」
の取組に関する協議
・「東よか干潟環境保全
及びワイズユース計画」
の策定及び
計画に基づく取組内容
の検証
・必要に応じて部会を設置
し、個別課題を協議

佐賀市

・各主体の取組推進に向けて
庁内外（国や県など）と調整
・環境政策課：推進会議の
設営等事務的作業の実施

市長が委員を委嘱


